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医療費等とその主な財源及び赤字の推移

※医療費等には、医療機関での診療費の７割（国保負担分）のほかに、75歳以上の高齢
者等を対象とする後期高齢者医療制度を支えるための支援金や介護保険制度を支えるた
めの納付金が含まれています。

医療費等

国・県交付金等

国保税

前期高齢者
交付金

累積赤字

ฏ �8 ܾࢉ
約5.6億円の累積赤字

ɹ平成 28年ܾࢉɺࡀग़ 4�� ԯ 4�38 ສԁ（લ年ൺ （ݮˋ���
ʹର͠ɺࡀೖɺ平成 2�年ͱಉ༷ʹɺҰൠձ͔ܭΒ 40ԯԁ（平成
2�年 3�ԯԁ）ͷ๏ఆ֎܁ೖΕΛ͍ߦ 4�0ԯ ��8� ສԁ（લ年
ൺ ग़Λࠩ͠Ҿֹ͍ͨࡀೖ͔Βࡀɺ（ݮˋ��0 �ԯ ��4� ສԁͷྦྷੵ
ࣈͱͳΓ·ͨ͠ɻ͜ͷྦྷੵࣈʹ͍ͭͯɺཌ年（平成 2�年）
ͷࡀೖΛ܁Γ্͛ͯॆͯΔʮॆ্܁༻ʯΛ࣮͠ࢪɺࡀೖΛิ͓ͬͯΓ
·͢ɻ
ɹࣈͷओͳݪҼɺࠃอՃೖऀͷྸߴԽҩྍͷߴԽʹΑΔอݥ
อՃೖࠃೲۚͷෛ୲ɺޢԉۚհࢧऀྸߴظޙΓɺ·ࢭߴඅͷڅ
ऀͷॴಘਫ४͕͍͜ͱͳͲʹ͋Γ·͕͢ɺ࠷େ͖ͳݪҼɺલظ
อՃೖऀࠃ͕ۚަऀྸߴ 1ਓͨΓશࠃ平ۉ 10ສ ��34 ԁʹର͠
ಹࢢ 3ສ 1448 ԁ（平成 2� 年）ͱ 3ͷ 1ҎԼͱͳ͍ͬͯ
Δ͜ͱʹ͋Γ·͢ɻ

ɹ্ͷάϥϑʹ͋Δͱ͓ΓɺҩྍඅͷਪҠۙ年΄΅ԣ͍ͱͳͬ
͓ͯΓ·͢ɻ͜ͷҩྍඅΛ͏ͨΊͷओͳݯࡒɺࠃอ੫ऩೖɺࠃ
͔ݝΒͷަۚɺલަऀྸߴظۚͳͲ͕͋Γ·͢ɻ͜ΕΒݯࡒ
ͷҩྍඅʹΊΔׂ߹ɺࠃอ੫ऩೖ �2ԯԁɺ1�ˋͰ͕͢ɺۙ
年ඃอऀݥͷݮগʹ͍ɺࠃอ੫ऩೖݮগ͍ͯ͠·͢ɻࠃݝ
͔Βͷަۚ 1�� ԯԁɺ��ˋɺલަऀྸߴظۚɺ34ԯԁɺ
11�ͱͳ͓ͬͯΓ·͢ɻલަऀྸߴظۚɺ͔ࡀ��Β Ͱ·ࡀ�4
ͷલऀྸߴظͷՃೖׂ߹ʹԠͯ͡͞Ε·͕͢ɺԭೄݝɺઌͷ
্ઓͷӨڹͰલऀྸߴظͷՃೖׂ߹͕͍ͨΊɺ͜ͷަ͕ۚશࠃ平
ͷେ͖ͳཁҼͱͳͬࣈอͷࠃΓɺ͋ʹگʹগͳ͍ঢ়ۃൺͯ͠ʹۉ
͍ͯ·͢ɻ

ͷ༷ࣜͱ༗ޮূऀݥඃอݥอ߁ຽ݈ࠃ
มΘΓ·͢ɻ͕ݶظ
ᶃ໊শ �沖縄県ࠃຽ݈߁อݥඃอূऀݥ
ᶄ༗ޮݶظ �平成30年4月1日ʙ平成31年3月31
ᶅऔಘ年月˰ద༻։࢝年月
ᶆอ໊ऀݥ˰ަऀ໊
˞৽ͷอ͕ূݥಧいͯɺ� ݄
�� 日·Ͱはɺ おखͪ࣋ͷίεϞε৭
ͷอূݥΛおいくͩ͞いɻ
˔平成30年3月ΑΓอূݥૹ͠·͢�
อݥ੫にະೲͷͳいੈଳにͭいͯは那
覇市ΑΓอূݥΛ༣ૹ͠·͢ɻ	 ૭口
Ͱͷߋ৽खଓ͖ෆཁ 
ͨͩ͠ɺ૭ޱͰ
ͷߋ৽͕ඞཁͳੈଳʹ͍ͭͯߋ৽ͷ
͓Βͤ 	 ϋΨΩ 
 Λૹ͍ͯ͠·͢
ͷͰɺ૭ޱͷདྷ՝Λ͓͍͠ئ·͢ɻ
˞ 3月Լ०·Ͱʹ͓खݩʹอ͕ূݥ
ಧ͘Α͏ख͓ͯ͠Γ·͕͢ɺҬ
ୡʹ͍ͭͯҟͳΔ߹͕͍͟͝
·͢ɻ͝ཧղΛ͓͍͍ͨ͠ئ·͢ɻ

˔ҎԼͷํ༗ޮ͕ݶظ͘ͳ͓ͬͯΓ·͢ɻ
ᶃதに �0 はɺ�0ূݥにͳΔํͷอࡀ ͷੜ݄ͷ݄ࡀ 	� 日ੜ·Εͷํは
ੜ݄ͷ前݄ 
 ·Ͱͷ༗ޮݶظͱͳͬͯおΓ·͢ɻ
˞༗ޮ͕ݶظΕΔલʹอྸߴ݉ূݥडূऀڅΛ༣ૹ͠·͢ɻ
ᶄதに �5 医ྍ੍にҠ行͢ΔํऀྸߴظにͳΓ後ࡀ
˞ੜ͔ΒऀྸߴظޙҩྍͷอূݥΛ͓͖͍͍ͩͨ·͢ɻͦͷͨΊɺੜ
ͷલ月ʹʮऀྸߴظޙҩྍඃอަূऀݥͷ͓Βͤʯ	ϋΨΩ 
 Λૹ͠·͢ɻ

 ※75歳以上の方(後期高齢者医療制度)の保険証は7月に発送となります。

平成30年4月から国民健康保険制度が変わります

国民健康保険の૭ޱは、平���݄以߱Ҿ͖ଓ͖͓ॅまいのࢢொଜです。

ΛকདྷʹΘͨͬͯकΓଓ͚ΔͨΊɺ平成ݥຽօอࠃ 30 年 4月͔Βɺ
͜Ε·ͰͷࢢொଜʹՃ͑ɺಓݝࠃຽ݈߁อ੍ݥΛ୲͏͜ͱに
ͳΓ·ͨ͠ɻ

都道府県の主な役割 市町村の主な役割

・財政運営の責任主体 ・国保事業費納付金を都道府県に納付

・国保運営方針に基づき、業務の効率化、　
　標準化、広域化を推進

・資格を管理（被保険者証等の発行）

・市町村ごとの標準保険料率を算定・公表
・標準保険料率等を参考に保険料率を決定
・保険料の賦課・徴収

・保険給付費等交付金の市町村への支払い・保険給付の決定、支給

ɻୠ͠ɺ͜͢·͍ߦ୯ҐͰݝͷཧ（औಘɾࣦ）Λಓ֨ࢿอࠃ˔
ɹΕ·ͰͲ͓Γࢢொଜͷಧग़ඞཁͰ͢ɻ
੫ෛ୲ֹΛܾఆ͍ͯ͠ݥɺอ͠ܭඅΛਪڅʹผݸொଜ͜Ε·Ͱࢢ˔
ɹ·͕ͨ͠ɺޙࠓಓࠃʹݝอۀࣄඅೲۚΛೲΊΔͨΊɺಓ
ɹݝͷࣔ͢ඪ४อݥྉΛߟࢀʹɺࢢொଜ͕อݥ੫ΛఆΊɺො՝ɾ
ɹऩ͠·͢ɻ
˔ಉҰಓݝͰଞͷࢢொଜʹҾͬӽͨ͠߹Ͱɺੈଳͷܧଓੑ
ɹ͕ೝΊΒΕΔͱ͖ɺྍֹߴཆඅͷଟ֘ճͷΧϯτ͕௨͞ࢉ
ɹΕ·͢ɻ

อ੍ࠃଓՄͳࣾձอো੍ͷཱ֬ΛਤΔͨΊɺ��平成30�年͔Βͷ࣋
ݟ͠ʹ͝ཧղɺ͝ྗڠΛ͓͍͍ͨ͠ئ·͢ɻ

新制度国民健康保険被保険者証について

国民健康保険税の賦課限度額については、平成30年度の地方税
法等の改正にあわせて、以下のとおり引き上げる予定です。

区分 現行 改正案 現行比

医療分 54万円 58万円 ＋4万円

支援分 19万円 19万円 据え置き

介護分 16万円 16万円 据え置き

○国民健康保険税の賦課限度額

※軽減については、5割・2割の軽減枠が拡大される予定です。

見しによるओなมߋ
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平成29年度
国民健康保険税の最終納期限は 3月26日（月）です!!
　国民健康保険税は、「みなさんの医療費」を支える大切な税金です。納期限内に納めましょう。
　保険税を滞納すると、他の納税者との公平を期すため、保険証の有効期間を短縮した「短期被保険者証」や医療費をいったん全額自己負
担しなければならない「被保険者資格証明書」を交付し、医療費などの保険給付が差し止めになることがあります。また、財産調査を実施
し財産が発見されれば、以下のような滞納処分（差押）をすることがありますのでご注意ください。

那覇市では、次のような
滞納処分（差押）を強化しています！
˔�༬ۚࠩԡ
銀行・農協・郵便局などの金融機関に照会を行い、
預貯金を差し押さえて徴収します。

༩ࠩԡڅ�˔
勤務先に給与の支払いなどの照会を行い差し押さえた後、
毎月雇用主から給与の一部を徴収します。

˔�ෆಈࠩ࢈ԡ
不動産の登記簿に「差押」と記載し財産を処分することを
禁止して、公売などにより換金できる状態にします。

˔�ੜ໋อࠩݥԡ
生命保険を差し押さえた後解約し、生命保険会社から解約返
戻金を徴収します。

˔�ͦのଞ
国税還付金や動産（軽自動車など）・賃料などの差し押さえ
を実施しています。

納めておけば

良かった・・・ 保険税の納付が困難な場合は早めの相談を！
　ೲ付がしい合は、ࠃຽ健康อݥ課อݥ੫ά
ϧʔϓへૣめに͝૬ஊください。

納税催告センターからの納付
案内について

　那覇市では平成 26年 8月より、「納税催告セ
ンター」を開設し、専門のオペレーターが、納
期を過ぎても納付の確認がとれない国保税納付
義務者へ電話による納付のお願いを行っていま
す。（土日夜間含む）
　また、携帯番号やスマートフォンへのSMS
（ショートメッセージサービス）を活用し、お知
らせがある旨のメッセージ送信サービスも開始し
ています。
（送信元番号 080-9183-2687）
上記に関するお問合せ：那覇市納税催告セン
ター・098-951-3701

あなたの健診結果を
「いつでも」「どこでも」持ち運べます！

〜 ご存じですか？
無料で入れる「医療情報システム」〜

那覇市医師会の LHR システム
ɹੜ݈֔ه߁（-JGFMPOH�)FBMUI�3FDPSE）͕ ໊শͷ༝དྷɻ
ར༻ऀݸਓ͕Πϯλʔωοτܦ༝ͰΞΫηεͰ͖ɺࣗ͝
ͷಛఆ݈͕ΜݕͳͲɺಹࢢҩࢣձͷࢀՃҩྍ
Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ͞ݟཤྺΛࠪݕͷڈͰड͚ͨաؔػ
Βʹମॏ݂ѹɺาͳͲͷهɺࣜܗʹ݈͑ͯ
ΈͳͲࠐϓϥεɻར༻ɾਃ͠ػঢ়ଶΛධՁͰ͖Δ߁
γεςϜར༻ʹ͔͔Δඅ༻ͯ͢ແྉͰ͢ɻ*%ͱύε
ϫʔυͰཧ͞ΕɺݸਓใͷηΩϡϦςΟపఈͯ͠
͓Γɺ҆৺Ͱ͢ɻ

お問い合せ・
お申込みはお気軽に！
☎️098-860-7314
午前 9：00 〜午後 5：00 土・日・祝日は除く
一般社団法人 那覇市医師会 LHR 事務局　

LHRカー
ド

098-860-7314
ʑʶʳɁ०ఫɈय़ݪȦ

ॽɦるȯ～Ċ!

૫ॳੈɁວȲॳੈɬ

ିȫȴɅɭȺ～Ċ

ʓʃˋʡʂʬʣʂˋ
ɅߤᅙɁȧるɢĊ

ຶȱȹယƴ
ȞɁሇȱɢȠĊ

ᆀᅙᆧɉȳɓɀ

ჟᆧɄɭȺɇ～

70歳以上の方で高額な医療費をご負担になる皆様へ
平成 30年 8月から高額療養費制度の自己負担限度額が下記のとおり変更になります。

所得区分 外来 ( 個人単位 ) の限度額 外来 +入院（世帯単位）の限度額

 ฒΈॴಘ者ݱ
（住民税の課税所得が 145 万円以上

の被保険者と同一世帯の被保険者）
57,600 円 80,100 円＋ （医療費－267,000 円）

×１％　〈44,400 円〉※ 2

Ұൠॴಘ者 
（住民税課税世帯で、「現役並み所得

者」以外の方）

14,000 円
( 年間上限額 144,000 円 ) ※ 1

57,600 円
〈44,400 円〉※ 2

住民税非課税（区分Ⅱ）
8,000 円

24,600 円

住民税非課税（区分Ⅰ） 15,000 円

ʓ平成30年 8月Αり

ʓ平成�9年 8月ʙ平成30年 7月まで

˞1　自己負担額の年ؒʢલ年�݄ 1から �݄ �1までのؒʣ限度額。� �
˞ �　ʪ���ʫのۚ額は、ա1ڈ�か݄Ҏに̐回Ҏ্ߴ額ྍཆ費の͕څࢧあͬた場合の�回Ҏ߱の
　　��限度額です。

所得区分 外来 ( 個人単位 ) の限度額 外来 + 入院（世帯単位）の限度額
現
役
並
み
所
得
者

課税所得 690 万円以上 252,600 円 +（医療費の総額 -842,000 円）× 1％〈140,100 円〉※ 2

課税所得 380 万円以上
690 万円未満 167,400 円 +（医療費の総額 -558,000 円）× 1％〈93,000 円〉※ 2

課税所得 145 万円以上
380 万円未満 80,100 円 +（医療費の総額 -267,000 円）× 1％〈44,400 円〉※ 2

一
般
所
得
者

Ұൠॴಘ者 
（住民税課税世帯で、「現役並み

所得者」以外の方）

18,000 円
( 年間上限額 144,000 円 ) ※ 1

57,600 円
〈44,400 円〉※ 2

住民税非課税（区分Ⅱ）
8,000 円

24,600 円
住民税非課税（区分Ⅰ） 15,000 円



2018 年（平成 30年）3 月 こくほニュース

− 3− − 2−

อݥ੫ʢྉʣはɺίϯϏχͰೲΊΒれま͢ɻอݥ੫ʢྉʣはɺίϯϏχͰೲΊΒれま͢ɻ
ίϯϏχͰೲΊΔ͜ͱ͕

ͰきΔอݥ੫ʢྉʣ
ίϯϏχͰはೲΊΔ͜ͱ͕

Ͱきͳい߹
（国民健康保険課関係）
 ①国民健康保険税の内、納期限
　 （使用期限）内の納付書
 ②後期高齢者医療保険料の内、納期限
　 （使用期限）内の納付書

・納期限（使用期限）を過ぎている納付書
・バーコードの印字がない納付書
・金額を訂正した納付書
・納付書１枚あたりの金額が 30 万円を超える場合
・クレジットカードや電子マネー等での納付はできません。

支払方法が選べます。

˔ಛผऩʢۚҾམ͠ʣରऀのํ
国ຽ݈߁保ݥ੫ɾ後ऀྸߴظҩྍ保ݥྉの

収入がなくても申告を！収入がなくても申告を！
　国民健康保険や後ྸߴظ者医療制度で
は、所ಘ者にରする保険税（ྉ）のܰݮ
ાஔがあります。
　所ಘがない方や、税法্の申ٛࠂの
ない方でも、ະ申ࠂだとܰݮાஔが適用
されません。また、医療費の自己負担ׂ
合や負担ݶ度額が্Ґ所ಘ者ѻいとなり
ますので、所ಘの申ࠂを行ってください。

　ॊಓ෮ࢣ（接ࠎӃ・ࠎӃなど）の施術に健康保険が使えるのは、一定
の件をຬたす場合にݶられていますので、ごҙください。

　医療費ద正ԽのҰとして、ෛইݪҼࢪज़༰が保ݥద用で͋る͔、ٻ༰にޡ
りがな͍͔を確ೝするたΊরձͤ͞て͍たͩ͘߹が͋ります。

˔ଧɹ˔ͶΜ͟ɹ˔࠳ই（Ε等）
（のಉҙがඞཁࢣ以֎は医ࣄٸۓ）ɾӓંࠎ˔

˔ৗੜ׆のதのർΕ͜ݞΓ
˔εϙʔπͳͲにΑΔମർ࿑
˔ਆܦ௧（ϦϚνɾຫੑؔઅԌなͲ）
˔ՃྸにΑΔࠊ௧ݞेޒの௧Έ
˔࣬ױ後後ҨͳͲのຫੑප

健康保険が使えない場合�※શֹࣗݾෛ୲となります。

健康保険が使える場合

ज़༰Λরձͤ͞ていͨͩ͘͜ͱ͕͋Γ·͢ɻࢪ˞

　ただし、同一年度中は 1 回の受診を限度と
することから、重複して受診した場合は、あと
から受けた健診費用は全額自己負担になります
ので、注意してください。

　平成30 年度の長寿健康診査は、4月初めに受診券を送付する予定
です。健診費用は無料となります。
　なお、「がん検診受診券」も同様に 4 月初めに送付されますが、詳
しくは「健康増進課（電話853-7961）」へお問い合わせください。

�ɽۜߦɾΏ͏ͪΐۜߦɾڠɾ৴༻ۚݿのۚ༥ؔػ૭ޱͰ受͚͠てい·͢ɻ
�ɽ༬ۚ௨ாɺ௨ாಧग़ҹɺ保ݥ੫ʢྉʣのೲॻΛ͠ࢀ࣋てͩ͘͞いɻ

外国人住民の国保加入外国人住民の国保加入
（＊平成24年7月9日以降、住基法改正に伴い国保加入要件も変わりました。）
3ヶ月を超えて日本に滞在すると認められた外国籍の方は、国保に加入し
なければなりません。ただし、下記の方は加入できません。

●在留カード又はパスポート
●健康保険資格喪失証明書（職場の社会保険を喪失された方）

●職場の健康保険に加入している方
●被扶養者として、家族の職場の健康保険に加入している方
●75歳以上の方（後期高齢者医療制度の加入になります。）
●生活保護を受けている方
●「外交」の在留資格を持つ方
●「特定活動」の在留資格で医療を受けることを
　目的として滞在される方

Ճೖ
खଓ͖

締切せまる!締切せまる!

☆対象者は→40 歳から 74 歳の国保加入者
　※20歳～ 39歳の国保加入者は健康診査が受けられます
☆必要なもの→国保保険証
☆健診費用約 7,000 円分が無料
☆特定健診は県内ほとんどの病院で受けられます

コスモス色

【お問い合わせ】
 特定健診課 ☎862－0564 那覇市  特定健診

平成29年度の受診期限は今年 3 月31日まで平成29年度の受診期限は今年 3 月31日まで

098-
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　通知書の受診履歴を確認して、受診した覚えのない
医療機関や受診日がないかどうかご確認ください。　

「医療費のお知らせ」を、医療機関での適正受診の仕方に
ついて、より良い方法を考えるきっかけにしてください。
※平成29年度税制改正により、医療費通知を確定申告
等（平成29年分以後）での医療費控除書類として活用
することができるようになりました。
　通知は、大切に保管しておきましょう。

　出産育児一時金の直接払制度をご利用の際、
出産費用が「42 万円（または 40 万 4 千円）」
以下であれば、差額分の請求ができますので、
費用の明細書など必要な書類をもって国民健
康保険課でお手続きください。

　直接払いをご利用しない場合は、出生届の
際に一時金の申請も行ってください。

　平成 30 年５月より、「はり・きゅう・あん摩・
マッサージ・指圧施術利用券」の交付を行い
ます。国保加入者へ１回あたり 800 円、一
人年７枚までの助成となります。なお、「国
保税の完納」及び「特定健診を受診している
ことなど」の交付要件があります。詳しくは
お問い合わせください。

　職場の健康保険加入後や他市町村に転出後、医療機関で那覇市の保険証を
提示して受診した場合、その給付費を返還金として市へ返して頂くことにな
ります。保険証は正しく使いましょう。

  ・加入する保険証が変更になる場合は、その旨を医療機関等の窓口にお伝えください。
  ・国保の資格喪失後は、速やかに保険証を国民健康保険課へ返却しましょう。

国保資格喪失後の受診について国保資格喪失後の受診について

はり・きゅう・あん摩・マッサージ・指圧
施術利用券

加入・喪失手続きを忘れていませんか?
　那覇市へ転入した時や、会社の健康保険をやめた時など、他の健康保険に加入し
ていない方は、那覇市の国民健康保険に加入しなければなりません（国民皆保険制
度）。また、他の市町村へ転出したときや、職場の健康保険などに入ったときは、那
覇市の国民健康保険を喪失しなければなりません。

　加入・喪失の手続きをするには市役所への届け出が必
要です。国民健康保険への加入・喪失届け出が遅れたこ
とにより不利益（保険税の遡及課税、医療費の全額自己
負担、給付費の返還金等）を受けることがありますので、
事実発生日から14日以内に加入・喪失手続きを行ってく
ださい。
※ご自身で届け出をお願いします。自動的には資格は異動しません。
○手続き場所 : ハイサイ市民課、及び三支所（首里・真和志・小禄）
　　　　　　  国民健康保険課


